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日
常
的
に
人
員
が
不
足
し
毎
日

残
業
。
所
定
の
休
憩
時
間
も
ま
と
も

に
と
れ
ず
、
毎
日
ぎ
り
ぎ
り
の
仕
事

は
、
交
通
事
故
、
郵
便
事
故
へ
と
つ

な
が
り
ま
す
。
事
故
を
起
こ
せ
ば
自

己
責
任
。
そ
の
上
、
人
事
評
価
は
マ

イ
ナ
ス
評
価
と
な
り
、
営
業
ノ
ル
マ

も
加
わ
り
神
経
を
す
り
減
ら
す
毎

日
で
す
。 

 

こ
の
よ
う
な
職
場
実
態
が
、
期
間

雇
用
社
員
は
定
着
せ
ず
、
正
社
員
で

も
若
く
し
て
離
職
者
を
出
し
た
り

役
職
を
降
格
す
る
人
を
出
し
て
い

ま
す
。
特
に
５
０
歳
を
過
ぎ
た
労
働

者
に
は
、
「
今
の
仕
事
に
耐
え
ら
れ

る
か
？
」
「
現
行
の
再
雇
用
賃
金
で

生
活
で
き
る
か
？
」
な
ど
定
年
後
の

生
活
不
安
が
あ
り
ま
す
。 

 
再
雇
用
社
員
が
６
５
歳
ま
で

安
心
し
て
働
け
る
た
め
に
は
、
過
酷

な
労
働
環
境
の
改
善
と
と
も
に
基

本
賃
金
の
改
善
も
急
務
で
す
。 

 

現
行
の
年
金
制
度
で
は
、
年
金
受

給
開
始
年
齢
が
年
々
引
き
上
げ
ら

れ
、
男
性
で
は
１
９
６
１
年
４
月
２

日
生
ま
れ
以
後
は
６
５
歳
ま
で
無

年
金
と
な
り
ま
す
。
６
５
歳
ま
で
再

雇
用
し
な
け
れ
ば
生
活
が
成
り
立
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「
こ
の
ま
ま
で
は
定
年
後
の
再
雇
用
が
勤
ま
る
か
？
」「
再
雇
用
し

な
け
れ
ば
無
年
金
で
生
活
は
で
き
な
い
」
将
来
に
対
す
る
不
安
は
年
々

高
ま
る
ば
か
り
で
す
。
６
５
歳
ま
で
年
々
引
き
上
げ
ら
れ
る
年
金
受
給

開
始
年
齢
と
今
の
労
働
環
境
で
定
年
後
も
再
雇
用
で
働
け
る
か
。
５
０

歳
を
過
ぎ
た
労
働
者
に
不
安
が
い
っ
ぱ
い
で
す
。 

８
月
１
６
日
、
郵
政
ユ
ニ
オ
ン
本

部
は
、
「
高
齢
再
雇
用
社
員
の
均
等

待
遇
に
関
す
る
要
求
書
」
を
提
出

し
、
適
切
な
改
善
を
求
め
ま
し
た
。 

主
な
要
求
は
、
高
齢
再
雇
用
社
員

の
基
本
賃
金
の
大
幅
改
善
と
一
時

金
改
善
。
扶
養
手
当
、
住
居
手
当
、

寒
冷
地
手
当
な
ど
高
齢
再
雇
用
者

に
不
支
給
と
な
っ
て
い
る
手
当
の

改
善
を
求
め
て
い
ま
す
。 

 

こ
れ
ら
の
要
求
は
、
改
正
労
働

契
約
法
２
０
条
（
有
期
雇
用
を
理

由
と
し
た
労
働
条
件
格
差
禁
止
）

や
５
月
１
３
日
の
東
京
地
裁
判

決
（
再
雇
用
社
員
の
賃
金
引
き
下

げ
は
労
契
法
２
０
条
違
反
）
に
照

ら
し
て
も
正
当
で
あ
り
、
法
の
趣

旨
に
照
ら
し
て
改
善
す
べ
き
だ

と
主
張
し
て
い
ま
す
。 

ち
ま
せ
ん
。 

 

現
行
郵
政
の
再
雇
用
社
員
の
賃

金
は
、
定
年
前
後
の
仕
事
の
内
容
や

責
任
の
重
さ
は
変
わ
ら
な
い
に
も

か
か
わ
ら
ず
、
賃
金
だ
け
が
概
ね
４

０
％
前
後
引
き
下
げ
ら
れ
、
夏
期
・

年
末
一
時
金
も
低
く
な
っ
て
い
ま

す
。
高
齢
再
雇
用
社
員
だ
か
ら
と
仕

事
量
が
軽
減
さ
れ
る
わ
け
で
も
な

く
、
一
般
社
員
と
同
じ
仕
事
量
を
任

さ
れ
て
い
る
再
雇
用
社
員
に
と
っ

て
納
得
が
で
き
ま
せ
ん
し
、
生
活
を

切
り
詰
め
ざ
る
を
得
ま
せ
ん
。 

 


